記事ライティング契約書

本契約は、株式会社●●（以下「甲」という。）と、ライター●●（以下「乙」という。）との間で、記事執筆業務に関し、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
本契約は、甲が運営するウェブサイト、SNS、広告媒体等（以下「本媒体」という。）に掲載する記事の執筆業務（以下「本業務」という。）について、乙が甲の委託を受け、これを遂行するための条件を定めることを目的とする。
　
第2条（業務内容）
１　本業務の内容は、甲が提示するテーマ、キーワード、構成指示、文字数、納期その他の仕様に基づき、乙が記事を執筆・納品するものである。
２　乙は、納品にあたって、著作権侵害、名誉毀損、虚偽情報、公序良俗違反等がないよう十分に注意し、法令および社会的倫理に反しない内容としなければならない。
３　甲は、乙に対し、業務指示書・構成案・参考資料等を提示できるものとする。
　
第3条（業務の遂行）
１　乙は、甲の指示に従い、誠実かつ専門的な注意をもって本業務を遂行しなければならない。
２　乙は、甲の事前承諾を得ることなく、第三者に業務を再委託または代行させてはならない。
３　乙は、執筆に使用する取材・資料・画像等について、第三者の権利を侵害しないことを保証する。
　
第4条（成果物の納品・検収）
１　乙は、甲の指定する納期までに、記事データ（Word、Googleドキュメント、CMS入力等の形式）を納品する。
２　甲は、納品物を確認の上、内容に修正が必要な場合、乙に対し修正を求めることができる。
３　乙は、修正依頼を受けた場合、甲の指定する期限内に誠実に対応しなければならない。
４　最終納品物の検収完了をもって、業務完了とみなす。
　
第5条（報酬及び支払）
１　報酬額は、甲乙協議のうえ、1記事あたりまたは1文字あたりの単価により別途定める。
２　甲は、検収完了後、翌月末までに乙指定の銀行口座へ振込により支払う。
３　振込手数料は、原則として乙の負担とする。
４　乙が納期遅延や重大な修正対応拒否を行った場合、甲は報酬の支払いを留保または減額することができる。
　
第6条（著作権等の帰属）
１　本業務により乙が作成した記事・原稿・図表・写真・取材データその他成果物（以下「本成果物」という。）に関する著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。）は、検収完了時に乙から甲へ譲渡されるものとする。
２　乙は、本成果物について、著作者人格権を行使しないものとする。
３　乙は、本成果物を自己のポートフォリオ等に掲載する場合、甲の事前承諾を得なければならない。
　
第7条（秘密保持）
１　乙は、本業務に関連して知り得た甲の営業情報・顧客情報・取材資料・制作方針等（以下「秘密情報」という。）を第三者に漏えいしてはならない。
２　本条の義務は、本契約終了後も3年間有効に存続する。
　
第8条（禁止事項）
乙は、次の行為を行ってはならない。
(1) 他者の記事・資料の無断転載、AI生成文章の無断使用、盗用行為
(2) 虚偽・誇張・誤認を招く表現の使用
(3) 第三者の権利（著作権・肖像権・商標権等）を侵害する行為
(4) 納品物を自己名義で再利用・再販売する行為
(5) その他、甲の信用を毀損する行為
　
第9条（契約期間）
本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、期間満了の1か月前までに当事者いずれからも書面による解約の意思表示がない場合は、同一条件で自動更新される。
　
第10条（契約解除）
１　甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、催告なく契約を解除することができる。
(1) 本契約の条項に違反し、是正しないとき
(2) 支払停止、差押、破産、民事再生手続の申立てを受けたとき
(3) 信用状態が著しく悪化したと認められるとき
２　契約解除後も、第6条（著作権等の帰属）、第7条（秘密保持）等の規定は存続する。
　
第11条（損害賠償）
甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、当該損害（合理的な弁護士費用を含む。）を賠償しなければならない。
　
第12条（再委託の禁止）
乙は、甲の書面による承諾なしに、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
　
第13条（不可抗力）
地震、台風、感染症、停電その他不可抗力により業務遂行が困難となった場合、当事者は互いに協議し、納期延長等の対応を定める。
　
第14条（契約終了後の取扱い）
契約終了後、乙は、甲から提供された資料・データ等をすみやかに返還または消去しなければならない。
　
第15条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、暴力団・反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても関与しないことを保証する。
　
第16条（準拠法および合意管轄）
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
　
第17条（協議事項）
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し、円満な解決を図る。
　
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
　
令和　年　月　日
　

甲：株式会社●●
所在地：〒
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　印

乙：氏名（屋号）：　　　　　　　　　　　印
住所：〒

